
阿賀野市告示第１３４号  

 阿賀野市有機農業ステップアップ事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和６年７月５日  

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市有機農業ステップアップ事業補助金交付要綱  

 （趣旨）  

第１条 この告示は、阿賀野市の基幹作物である水稲について、有機農業及び

環境保全型農業の拡大のため、市内で生産される堆肥「ゆうきの子」及び「阿

賀のたいひ」（以下「堆肥」という。）の施用による土づくりを推進し、かつ、

環境負荷低減の取組に要する経費に対して予算の範囲内で有機農業ステッ

プアップ事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その

交付については、阿賀野市補助金等交付規則（平成１６年阿賀野市規則第５

６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。  

 （交付対象者）  

第２条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (１) 市内に住所を有する農業者及び市内に主たる事務所を有する農業法

人で、水稲又は耕畜連携による稲発酵粗飼料（以下「稲ＷＣＳ」という。）

を栽培する者 

 (２) 水稲及び稲ＷＣＳを販売目的で生産していること。 

 (３) 環境負荷低減の取組を実施していること。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるものにあっては、交付対象

者とする。  

 （交付対象事業等）  

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）のほ場区

分、環境負荷基準及び補助限度額は、別表のとおりとし、補助金はこの基準

により交付するものとする。  

 （交付申請）  

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、規

則で定める補助金等交付申請書（以下「交付申請書」という。）を次の各号

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、

農業協同組合や出荷組合等（以下「農協等」という。）が申請者に代わって

交付申請書を提出することができる。  
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 (１) 事業計画書 

 (２) 収支予算書 

 (３) 堆肥を散布する対象ほ場がわかる書類  

 (４) その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定) 

第５条 市長は、申請者より前条の交付申請書の提出があったときは、その内

容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否及び

額を決定し、申請者へ通知する。  

 （実績報告）  

第６条 申請者は補助事業が完了したとき、規則で定める補助事業等実績報告

書（以下「実績報告書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。この場合において、農協等が申請者に代わって実

績報告書を提出することができる。  

 (１) 事業実績書 

 (２) 収支決算書 

 (３) その他市長が必要と認める書類 

 （額の確定) 

第７条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及

び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業等の成果が決定内容及びこれに

付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知

する。  

 （補助金の交付）  

第８条 市長は、前条により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を

申請者に直接交付するものとする。ただし、農協等に散布を依頼した申請者

については、農協等に対し補助金を交付し、農協等が申請者に分配すること

ができる。  

 （補助金の返還）  

第９条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた申請者に

対し、交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることがで

きる。  

 （事業の推進）  

第１０条 申請者は、補助事業の推進に当たって、関係機関、その他団体等と

十分な連絡調整を図り、補助事業の適正かつ効果的な実施に努めるものとす

る。  



 （その他）  

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則  

 この告示は、令和６年７月５日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係）  

ほ場区分 環境負荷基準 補助限度額 

化学合成農薬及び化学

肥料を、特別栽培農産物

に係る表示ガイドライ

ンに基づき新潟県が定

める地域慣行栽培基準

及び特別栽培農産物使

用基準（以下「慣行基準」

という。）より３割以上

低減した栽培に取り組

むほ場 

 水稲栽培時の化学肥料(窒素成

分)使用量を４．９ｋｇ／１０ａ

以下、節減対象農薬使用（成分）

回数を１２回以下とすること。 

堆肥施用面積

１０ａ当たり

８００円 

化学合成農薬及び化学

肥料を、慣行基準より５

割以上低減した栽培に

取り組むほ場 

 水稲栽培時の化学肥料(窒素成

分)使用量を３．５㎏/１０ａ以

下、節減対象農薬使用（成分）回

数を８回以下とすること。 

堆肥施用面積

１０ａ当たり

１，５００円 

当年度に有機農業に初

めて取り組む農業者の、

当年度に有機農業に取

り組むほ場 

 有機農業の要件（下記の１～

６）を全て満たすこと。 

１ 水稲の生産において、化学合

成農薬及び化学肥料を使用し

ていないこと。 

２ 周辺から使用禁止資材が飛

来または流入しないように必

要な措置を講じていること。 

３ 作付け前２年以上、有機農産

物の日本農林規格に記載のな

い資材を使用しないこと。 

４ 有害動植物の防除を適切に

実施していること。 

５ 組み換えＤＮＡ技術の利用

や放射線照射を行わないこと。 

６ 農業生産に由来する環境へ

の負荷をできる限り低減して

いること。 

堆肥施用面積

１０ａ当たり

１０，０００円 

前年度から有機農業に

取り組む農業者の、当年

度から有機農業に取り

組むほ場 

堆肥施用面積

１０ａ当たり

２，０００円 



稲ＷＣＳの栽培に取り

組むほ場 

 低化学肥料・低化学合成農薬の

利用に努め、耕畜連携の取り組み

を行うこと。 

 堆肥を５００㎏/１０ａ以上散

布すること。 

堆肥施用面積

１０ａ当たり

１，５００円 

備考 補助金の交付対象とする堆肥施用面積は、市が水田台帳で管理するほ

場の水張面積を基準とする。 

 


